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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた建設工事等の 

対応について（依頼） 
 

 施工中の建設工事等（調査、設計及び測量等の業務を含む。）における新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止措置等については、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事

態宣言の解除後における建設工事等の対応について」（令和２年５月27日付け２高土政第

166号土木部長通知）等により、適切な対応をお願いしてきたところです。  

このたび、令和３年１月７日に、１都３県（埼玉県、千葉県、神奈川県）を対象として、

内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われた

ところです。新型コロナウイルス感染症への対策について、「新型コロナウイルス感染症

対策の基本的対処方針」（令和２年３月28日（令和３年１月７日変更））（以下「基本的

対処方針」という。）においては、「三つの密」を徹底的に避け、「人と人との距離の確

保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を行うことを

より一層推進することなどが重要であるとされており、新型コロナウイルス感染症の対処

に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リ

スクが高まる「５つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係団体に

対して、業種別ガイドライン等の実践を促していくこととされています。また、基本的対

処方針においては、社会の安定の維持の観点から、河川や道路などの公物管理や公共工事

など、安全安心に必要な社会基盤に係る事業者については最低限の事業継続が要請されて

いるところです。これらのことを踏まえ、施工中の建設工事等における感染拡大防止措置

等につきましては、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期

的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、「居場所の切り替わり」への注意など、

感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の対策が講

じられるよう、改めて、受注者に対して「建設業における新型コロナウイルス感染予防対

策ガイドライン（令和２年５月14日（令和２年12月24日改訂版））」及び内閣官房の新型

コロナウイルス感染症対策ホームページにおいて公表されている業種ごとの感染拡大予防

ガイドライン等の周知徹底を図るなど、適切な対応をお願いします。  

なお、これまでも、新型コロナウイルスの罹患等により現場の施工を継続することが困

難となった場合の他、受注者から工期延長等の申し出があった場合で必要があると認めら

れるときには、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更等、適切な措置

様 

422972
テキストボックス
　　　　　別 添



を行うようお願いしてきたところですが、これらの措置についても、引き続き、同様の取

扱いをお願いします。 
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